
TRIPARTITE TALKS

Contents

計画・交通
研究会会報

Association for 
Planning and 
Transportation 
Studies

2021
11[Nov.]

（一社）計画・交通研究会　会報 Association for Planning and Transportation Studies Nov. 2021

02–07

鼎談

「流域治水」の発想と実践
～最上流の土砂災害から下流の洪水対策まで～

加藤隆一文責
企画補佐 作家／エッセイスト

茶木 環文責
みずほリサーチ＆テクノロジーズ

復興道路で辿る東北の震災復興とまちづくり

震災後10年を経て、津波被災地のインフラの整備は概ね完了
しました。全線開通した復興道路を辿りながら、各地の高台
まちづくりや、交通の復旧状況を比較し、これからの災害復
興のありかたについて考えます。

●見学先　女川、南三陸、大船渡、陸前高田、大槌、
　　　　　田老など
●日　時　2022年3月　1泊2日（予定）
●行　程　集合：JR仙台駅　9:00頃　
　　　　　解散：JR八戸駅17:00頃　　
●募集人数　30名程度

※感染拡大防止のため、ワクチン接種等の参加要件を設けます。
※今後の社会情勢により時期・内容に変更の可能性があります。

お知らせ Information

第5回 グリーンイノベーションの
 ファイナンスデザイン

加速する気候変動対応には、大量の新たな技術を活用したプ
ロジェクトを進めていくことが必要であり、金融の活用も重
要となります。今回のセミナーでは、再エネ関連プロジェク
トのファイナンスの経験豊富な原田氏に事例を交えて講演い
ただき、国土やインフラに関わる分野で、気候変動対応と経
済の発展のためになすべき事はなにかを議論しましょう。

●日　時　2022年2月（予定）
●話題提供者　日本政策投資銀行　執行役員（GRIT担当）
 兼経営企画部サステナビリティ経営室長　原田文代
●コメンテーター　清水建設（株）　寺村 隆男
●形　式　オンラインセミナー（Zoomウェビナー）　
Zoomに接続できない方のためにYouTube配信を予定してお
ります。セミナー終了後にYouTubeをHPに掲載いたします。
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「総合治水」から約40年

家田　1983年に「総合治水」という
言葉が登場してから約40年たちます
が、これまで行われてきた様々な変
革をどう見るか、現在までやってき
たことにどんな課題や困難があり、
それをどう乗り越えていくべきかに
ついて話を進めていきます。
　大阪や東京の都市河川が特にそう
でしたが、高度成長期には、かつて
田畑だった場所に建物が建ち、降っ

た水がすぐ川に出て下流で氾濫する
ようになったので、建物を建てる際
には貯留機能をつくることやピロテ
ィ建築などを推奨したのが「総合治
水」の始まりです。開発を認めつつ
も、川に負荷がかかり過ぎないよう
に対応するという考えです。
　もう1つの大きなエポックは、1999

年に広島で起きた土砂災害・斜面災
害を契機にできた2000年の「土砂災
害防止法」です。地すべり、土石流、
崖崩れの3種類の土砂災害に対し、土

砂災害警戒区域
（イエローゾーン）と

土砂災害特別警戒
区域（レッドゾー

ン）を設定しました。この発想は津波
にも転用され、東日本大震災直後の
2012年にできた「津波防災地域づくり
法」では、大きな津波に対して3つの

色分けをして立地規制を行いました。
　残念ながら，洪水対策については
このようなゾーン決めはなされてき
ませんでしたが，2018年に西日本豪
雨、2019年に東日本豪雨の洪水が立
て続けにあり、2020年に結成した土
木学会台風第19号災害総合調査団
では知花先生が幹事長をやってくだ
さって、「流域治水」の必要性や、ハ
ザードマップでより緻密なリスクを
示すことを提言しました。それが国
の審議会や国の政策にも反映されつ

家田 仁　政策研究大学院大学特別教授／東京大学名誉教授（前会長）

「流域治水」の発想と実践
鼎談：

鼎談 「日流域治水」の発想と実践

近 年、甚大な豪雨災害が連続して発生する中で、自然災害に対して、狭い意味の工学的対策ばかりではなく、社会制度の
改善、それを通じた人々の行動変容など総合的な対応が不可欠との基本認識のもとに、2021年4月に「豪雨激甚化と

水害の実情を踏まえた流域治水の具体的推進に向けた土木学会声明」が公表されました。国土交通省でも、2021年3月に
全国109の一級水系と12の二級水系で策定された「流域治水プロジェクト」を一斉公表して事前防災推進に向けて本格的に
始動しています。流域治水の発想と実践について、前土木学会長の家田仁政策研究大学院大学特別教授 /東京大学名誉教授、
小山内信智政策研究大学院大学教授、知花武佳東京大学准教授にお話しいただきました。

～最上流の土砂災害から下流の洪水対策まで～
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流域治水でも「自由」と「統制」を
　　　　　 考える時がきています―家田
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た。そこで1897年に「砂防法」がで
き、流域を安定化させる対策の法的
根拠が明確になりました。当初は荒
れた山林の緑化に力点がありました
が、現在はそれに加えて、下流に大
量の土砂を流さないよう、渓間工、
すなわち、砂防堰堤や流路工をつく
っています。例えば、富山県の常願
寺川は江戸末期の飛越地震で鳶崩れ
という大崩壊があり、大量の流出土
砂が富山平野を繰り返し襲ってきま
したが、現在は大規模な砂防堰堤を
入れて随分安定化しています。
　けれども、近年になって人が住む
場所の近くで生じる災害が顕著にな
ってきました。そこで、直接的な対
策を行なう必要が生じ、地すべりに
対しては「地すべり防止法」、崖崩れ
に対しては「急傾斜地法」で対応する
ようになりました。「砂防法」には
「治水上砂防ノ為」と書かれており、
「治水のために行なう仕事」というの
がもともとの発想ですが、近年の土
砂災害は、居住者が多い場所で起こ
る地すべり、崖崩れ、土石流など地
先砂防と呼ばれている部分が特にク

ローズアップされ、直接的な被害を
防止する工事、砂防堰堤の設置や地
すべり対策工事、崖全体を法枠工で
固める工事が主体になってきまし
た。一方、1999年の広島災害では、
都市のスプロール化によって危険な
場所に住む人が増えてしまうことが
問題視され、「土砂災害防止法」とい
う土地利用規制を含むソフト対策の
法律が成立しました。私権を制限す
る土地利用規制を行なう、かなり強
い法律が成立したことで、危険な場
所への新たな居住はある程度抑制さ
れましたが、全国で約70万カ所ある
「土砂災害警戒区域」等には既に人家
があるので、既存の危険区域の対応
は大きな問題として残ります。

人の暮らしと川との乖離

知花　私は中・下流域面に焦点を当
てて話したいと思います。近代以前
は基本的には利水が先行で、農業用
水を引くためにどうするか、飲料水
を得るためにどうするかというのが
まずあって、そこに住まう、あるい

つあります。しかし、今度は熱海で
土石流の災害がありました。沢の最
上流に盛土を行い、その盛土の上に
敷かれた道路が崩れ、下流に大きな
被害が出ました。
　小

こ い で

出 博
はく

先生が書かれた『利根川と
淀川――東日本・西日本の歴史的展
開』や池谷 浩先生の『マツの話』を読
むとよくわかるように、昔から自然
と人間は折り合いをつけながら暮ら
してきました。典型例が滋賀県の
田
たなかみやま

上山です。古代以来の乱伐で禿山
になりましたが、近代以降は治山・
砂防・洪水対策や災害対策を行って
きました。しかし、高度成長期くら
いから、農地開発どころか市街地開
発という川にとってはより厳しい開
発が行われるようになると、どうし
ても工学的な手法に偏るようになっ
てきました。

山の安定化による洪水防止が砂防本
来の目的

小山内　砂防の考え方には大きく2

つの視点があります。砂防の原点は
「諸国山川の掟」や家田先生のおっし
ゃる田上山の砂防などです。特に近
畿地方では、都をつくるために木材
を伐採したことで、昔から上流域が
荒れており、淀川では流域全体で発
生した大量の土砂が下流に流れ、大
阪平野の河床が上昇して洪水が頻発
するようになりました。その認識は
江戸時代以前からあり、流域を管理
する必要を伝えたのが「諸国山川の
掟」です。
　もともと砂防の目的は山地域を安
定化させて下流の洪水を防ぐこと
で、砂防工事も明治時代の比較的早
い時期から行われていたのですが、
体系的な事業展開はできずにいまし 流域の安全度を高めるための山の安定化（国土交通省立山砂防事務所提供資料に加筆）

「流域治水」の発想と実践

鼎談「流域治水」の発想と実践

～最上流の土砂災害から下流の洪水対策まで～
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はそこで新田を開発するため
に、最低限の治水を行なってい
ました。現代では日常生活で
「川の水を使っている」という感
覚はあまりなく、利水のためで
はなく、都市で安全に暮らすた
めの治水になってきました。
　さらに、これまでの変革とい
う意味では、意外と高度成長期
後の1980年頃から2000年頃の
20年間にも様々なことが変化し
たと思っています。この期間、
幸いにも大きな災害に見舞われず、
河川は「安定期」を迎えていました。
それ以前の1970年代に問題だった水
質が改善し、川とまちを一体として
捉え、住みやすさを改善する方策に
目が向けられてきました。そして、
1990年に「多自然型川づくり」の答
申、1997年には河川法改正と、環境
意識が高まりを見せます。しかし一
方で、この時期には大きな洪水とい
う自然撹乱もなく、人為的な撹乱も
規制されるようになったことから、
1970年代に見られた石の河原は森に
なり、結局川の地形が単調になって
しまいました。そして2000年頃にな
ると、かつて環境運動をしていた人
たちの高齢化が進み、それより下の、
水質悪化で子ども時代に川に近づけ
なかった世代が親や学校の先生とな
り、川の感覚が引き継がれにくくな
ってしまいました。そこへ災害が激
甚化し始め、流域治水の概念ができ
てきたので、今後はこうした環境と
のバランスが課題になりそうです。
　また、この間治水対策が進められ、
治水安全度は向上しましたが、住ま
い方は全然対応していません。昔の
住まい方は地形とよく対応していま
したが、都市計画図の低層住専だと
か市街化調整区域とかと地形図は全

然対応しないんですよね。それどこ
ろか、砂丘上とか自然堤防上の古い
集落は、若い世代にとってローカル
のコミュニティが強過ぎ、結局リス
クの一番高い氾濫原に住まうように
なっている。それだけ住まい方がず
れてきた中で、次にどうしていくか
というのも流域治水の課題です。
家田　これは深刻ですね。土地利用
制御はそう簡単にいくものでもな
い。川づくりや川マネジメントは行
政だけではなく、流域に住む人たち
が意識を持って取り組む必要があ
る。意識のないところに改善はない
ので、普通の人々が川やその上流、
森などをどう認識するかで、私権の
制限やコントロールの進み方が変わ
る。非常にクリティカルな問題です。
小山内　国土が非常に荒れていた時
代から一生懸命防災事業を進めてき
て、それが進めば進むほど、あたか
もその場所がもともと安全だったか
のように住民には思われ、やればや
るほど防災事業の意義が薄らいでし
まう。総合調整のような場面が増え
れば、そのあたりを意識して住民と
のコミュニケーションを図る必要が
ありますね。

知花　ええ、「流域治水」は、River 

Basin Disaster Resil ience and 

Sustainability by All という英語名に
なりました。治水は「水を治める」な
ので、本来、利水も洪水対策も全部
含めて「治水」なんです。利水と治水
は、もとはそう離れた概念ではなか
った。そういう意味では flood 

controlではなくdisaster resilience

とsustainabilityが入っているという
のは、面白いと思います。もう一つ、
最後､ by Allで終わるんです。ここに
思いが込められている気がします。
いま流域治水協議会が各地で立ち上
がっていますけれども、参加者は行
政だけで、学識経験者も民間企業も
地域住民もまだです。しかし、流域
住民をどうやって束ねるかは非常に
難しい問題です。これまでの利水と
治水は地域の最適化だったので、「わ
が村を富ませるためにはどうする
か」で議論しつつバランスを保って
きた。しかし「流域の最適化」となる
と、一体自分に何の恩恵があるのか
分からないスケールになってくる。

適確なリスク評価とそれに基づく規制の
さじ加減

知花　大きな川は、100年や200年
に1回の洪水に備えると言っていま
すが上流に行けば、それが50年、10

日本全国の一級水系流域における1995～2015年の地形種ごとの人口動態（平野部8,600万人のデータをカバー）。
山地を除いているため、全体としても増加傾向。危険度の高い後背湿地では、新興住宅地の開発が未だみられる
（村井智也氏ら「居住地の地理的特性に着目した流域の類型化─流域治水の方策検討に向けて─、河川技術論文集、第
27巻、pp.603-608、2021年6月」より）

鼎談 「日流域治水」の発想と実践
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年になり、2～3年に１回という場所
なんていっぱいあるんです。そうい

った川の安全度を高めると下流にし
わ寄せが行く。理想論を言えば、ど
こかにしわを集めて、しわが集まり
切ったところから人が退けばいいん
ですが、何をどうやってもしわ寄せ
は下流の一番人口密度の高いところ
に行ってしまう。
   そして、よく低地から人が退いて
高台に移転すべきという議論が出て
きますね。けれども、台地と低地が
あるのに、台地に人がさほどおらず
低地に集中している場所はたくさん
あり、それには地域ごとの事情があ
るので、みんながリスクを認知した
ところで、すぐに動けるわけではな
いのです。

家田  個人には基本的に「自由」があ
り、その「自由」のいい部分を享受す
るためには、ある条件のもとに統制
や我慢を強制されても仕方がないと
いう「自由と統制の共存」が必要で

す。歴史的に「自
由」について真剣
に議論してきた
国々ではそれは当
然のことですが、
そうではない日本では、市民も強制
を嫌うし政府もタブーのごとく忌避
する。治水に限らず、日本社会の次
の時代には、おそらく「自由」と「統
制」の共存をどう図るかを本気で考
えないといけないと改めて感じる話
ですね。

小山内　私からも一つ。気候変動で
雨の規模が大きくなっています。降
雨強度の問題もあるんですけれど
も、先日の熱海の土石流災害でも、
昨年、一昨年と連続している広域で
の洪水災害でも、豪雨が長期化する
傾向が出てきていて、いままでの超
過確率の考え方と現実とが違ってき
ているという問題もあります。
  これまでの土石流対策の計画は、
最大日雨量に対して、動くであろう、

あるいは動かせるであろう土砂の量
を想定して対策規模を決めてきまし
た。しかし、長雨がこれからも頻発
してくるとなると、水で土砂が動く
という部分に加えて、比較的大きな
斜面崩壊が原因となって土石流が発
生する可能性が高まり、想定してい
た現象よりも規模が大きくなる可能
性があります。熱海の土石流もその
一例です。熱海の災害で動いた土砂
は盛土でしたが、仮に自然斜面だっ
たとしても、長雨が続き、48時間で
400ミリに近くなると深層崩壊的な
現象が起こる可能性がかなり高まり
ます。現在のレッドゾーン、イエロ
ーゾーンは、従来の「水で土砂が動
く」土石流の規模を想定してるケー
スが多いのですが、それよりも大き

な土砂移動現象が起こる
となると、激しい衝撃を
受けるレッドゾーンがも
っと大きくなるかもしれ
ません。場の危険度評価
を変える必要性が出てく
るため、気候変動に対応
した計画や防災のあり方
をいま一度考えてみなけ
ればいけないと感じてい
ます。

家田　この座談会で最も
言いたいことの1つは、

「全ての行政の原点は、も2021年熱海市逢初川土石流災害全景（アジア航測㈱提供写真に加筆）

鼎談「流域治水」の発想と実践

小山内信智　政策研究大学院大学教授

“
”

流砂系全体をコントロールできる力、
　　法律的な枠組みが必要です―小山内
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のごとの実態をできるだけ正確に表
現しその結果を公開するにある」と
いうことです。ハザードマップにし

ても、どの場所が相対的に越水しや
すいのか、どの場所の整備が遅れて
いるのか、などの実態を国民にフラ
ットに知ってもらうことに役立たな
くては意味が薄い。土木学会が「流
域治水」を提案した際には、あわせ
てこの点についても具体的な方策を
示しています。
知花　家田先生がおっしゃった「自
由と統制」についてですが、基本的
に法改正は何かを緩和するか何かの
規制を強めるかの2つです。

　たとえば「ミズベリング」は「緩
和」です。河川敷は公共性または公
益性のある施設のみが使用できると
いう規制を緩和し、飲食店なども自
由に使えるようにする。このように
社会実験を重ねながら、法律とか条
例の枠組みをだんだん緩めていくこ

とがあります。

　一方の「規制」の強化です。以前は
計画規模の洪水で破堤した場合のハ
ザードマップが出ていたんですね。
だから、年超過確率200分の1ある

いは100分の1で破堤した場合だっ
たのが、それが想定災害で作らなけ
ればならなくなったのです。多くの
人は気づいていないと思いますけど、
10年前といまのハザードマップを比
べると、昔の「3m」がいまは「5m」

とかになっている。小山内先生がお
っしゃる通り超過確率が変わり、「想
定災害」も非現実的ではなくなって
いますからこれはこれで大事なので
すが、みんなついていけていないの

が現状です。想定災害や計画規模の
前に、年超過確率10分の1の雨でも
溢れる場所が多く、そこに高齢者や
体の不自由な方が住んでいるなど、
そこが一番危ないことが分かってい
てもどうしたらいいのか悩んでいる

のです。そこへ「ハザードマップは

想定最大規模の降雨に対して作り直
すように」とか「内水のハザードマッ
プも作るように」と条件が厳しくな
り、やるべきことが増えていく。大
事なことですけれども、全部宿題な
んですよね。しかし、こういうのは

宿題にしてはだめなんですよ。
家田  津波対策でも同様で、浜岡原
発でも東日本大震災後極めて高い防
潮堤をつくりましたが、国の津波想
定が変わるとさらに嵩上げが要請さ
れました。大変ですがそれが必要で
す。しかし、津波想定と被害リスク
と対応に要するコストの評価につい
ては、科学的で合理的な議論がなさ
れてきたわけではないという点はや
はり課題です。

考え得る手段を最も合理的に組み合わ
せて適時的確に行う

小山内　「総合治水」に似た概念で、
「総合土砂管理計画」をつくっている
流域があります。「流域」と同じよう
な概念で「流砂系」という言い方をし
ますが、山の上から河川を通って海
まで出ていって、その沿岸漂砂が海
岸にもたらす効果などを全体として
取り扱う計画です。それ以前は、砂
防、ダム、河川、海岸が個別にそれ
ぞれの目的のもとに防災工事や管理
を行っていました。地先的に見れば
それが最も効果的ですが、トータル
で見た場合にもっと本質的な問題解
決の方法があり得るのではないかと
いうことでこの計画が策定されます。
  しかし、現実にはなかなかうまく
全体の土砂移動がコントロールでき
ない。技術的な問題もありますが、
個別の法律での対応では全体がうま
く流れる予算配分や事業のスケジュ

ハザードマップでは、どの場所が相対的に越水しやすいのか、どの場所の整備が遅れているのか、などを知
ることはできない。土木学会からは「多段階リスク明示型浸水想定図」を示すことを提言した。（絵：知花武
佳准教授）
※1 本堤背後の堤内地に築造される堤防で、本堤が破堤した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被害を最小

限にとどめる役割を果たす。道路機能を兼ねていることが多い。
※2 ある特定の区域を洪水の氾濫から守るために、その周囲を囲むようにつくられた堤防。
※3 完成していない堤防で高さや幅が足りていない堤防。
※4 洪水時に危険が予想されるため、日頃から重点的に点検する必要のある箇所。

鼎談 「日流域治水」の発想と実践
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ール管理が難しいのです。総合的に
ものを扱おうとするならば、全体を
コントロールできる力、法律的な枠
組みが必要だと感じます。
家田　どこが統合的な行政をやるか
は、ともすると「地方分権」の理念や
正義感だけが先行して、地元のこと
が一番分かっている地方がやるべし
という議論になりがちですよね。統
合行政の欠如という面では、今年の
熱海の土石流事故を見ても、開発管
理行政と砂防行政・森林行政が整合
しているようにはとても見えませ
ん。そうした、チグハグがあちこち

に見られるのが現在の日本の国土で
す。脱炭素の政策方向からメガソー
ラー開発が目白押しですが、そこに
潜む土砂災害をもたらすリスクの審
査体制はまるで不十分です。
　人間の行為は必ずしも最適な結果
をもたらすとは限らない。今のこと
は一生懸命考えても、将来のリスク
については抜けてしまう。だからチ
ェックが必要なんです。
　1つは「被害性のリスクに対する意
識の欠如」に対するチェックや反省
ですが、近年の災害で病院が孤立し
たり小学校が水没したりするのをみ
て、「危ない場所に高齢者施設をつく
るべきではない」というような国民
の認識は高まりつつありますね。
　それから「加害性のリスクを持つ
ような行為」が出てきました。自身
の施設が壊れることによって下流や
ほかの人に迷惑をかける「加害性の
リスク」についてはもっと厳正なチ
ェック機構が必要です。人口増加期
には、田畑を潰してミニ開発を行う

ことが地主にとっ
ての一番の生産性
でした。これから

の人口減少期は家
を建てる意向は少
なくても、メガソ

ーラーなどは地主
にとっての生産性
という意味では共
通しています。そ
うした経済メカニズムの中で、その
外側に出てくる経済的な外部効果や
外部不経済への対応が十分ではない
ことを繰り返してしまわないか、そ
こが心配です。
小山内　土石流に関して言うと、熱
海の災害もそうですが、地先的なも
のだけで考えると、人が住んでいる
場所を土砂災害警戒区域に指定すれ
ば事が足りてしまうと思うかもしれ
ません。しかし、実際には上流で大
きな問題を抱えています。被害は地
先の問題でありながら、対応を考え
るためにはもっと広い流域全体をと
らえる必要があります。
　最後に、近年の傾向として、ハー
ド対策がなかなか進まないので、警
戒避難、土地利用規制などで補完し
ていますが、そうしたソフト対策の
ほうが効果があるように思われてい
る。住民が理解し自己責任で対応す
る部分は必要ですが、ソフト対策は
住民の負担をどんどん増やしている
側面があるので、実はハード対策の
方が人に優しい対応なのではないか
と思っています。
家田　流域治水の発想が「考え得る
手段を最も合理的に組み合わせて

適時的確に行うこと」であるとする
ならば、それ自体は古来一生懸命や
ってきたことですが、時代ごとに技
術力や材料も変わるので、この発想
はこれからさらに重要になると思い
ます。

　ただし、武田信玄などが行ったも
のが「流域治水」だとしても、当時の
農村社会というきわめて地域コミュ
ニティの強い社会と領主が有してい
た絶大なる権力は現代の日本社会に
はないのです。現代の流域治水で
は、そのような状況で「自由」と、そ
れに伴う「統制」をセットにして考え
る風習をつけていかない限り、施策
をスムーズに推進することはできな
い。田上山の治水を行ってから100

年以上かかって現在があるとして、
ここから一歩一歩でも進んでいく価
値は十分あると思います。細かく計
算し、それを表現し、データとして
きっちり見えるようにすることが全
ての始まりだと考えると、デジタル
社会だからこそ、これまでの100年
よりは早く本来の「流域治水」に入っ
ていけるのではないでしょうか。

鼎談「流域治水」の発想と実践

“River Basin Disaster Resilience and Sustainability by Allに
　　　　　　　　　　　　　　　　　  思いが込められていると感じます―知花

”

知花武佳　東京大学准教授（広報委員）
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東 名高速道路が全通して50年余
り、我が国の高規格幹線ネッ

トワークの延長は約12,000㎞に達
し、高速道路は、日本の経済と暮ら
しにかかせないものとなっています。

　一方、供用から40年を超える区間
が約3割に及び、20年後には約8割
にまで増大する状況で、高速道路は
急速な老朽化が進んでいます。
　当社では、2012年12月の中央道
笹子トンネル天井板崩落事故のよう
な事故を二度と起こしてはならない
と深い反省と強い決意のもと、安全
を最優先として、点検から維持・修
繕にいたるメンテナンスサイクルを
着実に実行し、予防保全に向けた高
速道路リニューアルプロジェクトを
進めています。
　さらに、最先端の ICT技術・ロボ
ティクス技術の導入により、社会環
境の変化、お客さまニーズの多様化、
生産年齢人口の減少に伴う担い手不
足などの高速道路を取り巻く環境の
激変に対応しながら、高速道路モビ
リティの進化をめざした「次世代技
術を活用した革新的な高速道路保全
マネジメント（i-MOVEMENT）」を推
進し、次世代の高速道路空間の創造
に取り組んでおり、本稿ではその一
端をご紹介します。

■全線監視による、安全で安心・快適
な高速道路空間の実現
　当社は、2,000㎞を超える高速道路
ネットワークを管理していますが、毎
日起きている落下物やポットホール、
交通事故等のさまざまな事象をリアル
タイムで把握できているわけではな
く、お客さまからの通報などで認知す
ることの方が多いのが現状です。
　そこで、全線を常時監視できる、
・固定映像カメラ
・固定センサー（光ファイバー、ミリ
波レーダー、ETC2.0など）

・カメラやセンサーを付加した維持
管理車両による移動体センシング
などの組合せによりデータを一元的
に集約し、画像解析・データ処理技
術による画面ポップアップやアラー
ト機能で自動検知することにより、

発生するさまざまな事象について、
道路管制センターが第一発見者とし
て、リアルタイムに把握できる状態
を目指しています。
　これにより、早期の事象対応が可
能になり、事象把握から対応までの
オペレーションについても、

・機械化された維持修繕作業車など
への自動的な指示　　

・道路管制センターとコネクト（相互
接続）された車両へのダイレクトな
情報提供
など ICT技術の活用により、異常事象
の早期解消やお客さまの確実な危険
回避行動へつなげることができます。
　次世代の高速道路では、“異常を瞬
時に把握し、速やかに直す”、そのよ
うな保全のサイクルを実現したいと
考えています。（図1）

中日本高速道路株式会社

Projects:

Projects: 会員企業・団体百景

図1　高速道路の全線監視のイメージ

執行役員　東京支社長

松井保幸

次世代の高速道路空間の創造

会員企業・団体百景
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走行を支援

■高速道路の高度利用に向けた
　フィールドとしての新東名高速道路
　新東名高速道路において、自動運
転技術を活用したトラックの後続車
無人隊列走行技術を実現することを
目指して、経済産業省・国土交通省に
よる実証実験が進められてきました。
この成果を生かし、2021年2月22 日
には、新東名高速道路の遠州森町PA

～浜松SA（約15㎞）において、実際に
後続車の運転席を無人とした状態で
の走行が実現されました。（写真1）

　自動運転の早期実用化には路車間
協調によるインフラからの支援が重
要と考えており、今後も関係機関、自
動車、通信、システムなどの各メーカ
ーの皆さまと連携して研究開発を進

めていきます。2020年12月に6車線
化が完成した新東名高速道路の御殿
場 JCT～浜松いなさ JCTに加えて、
現在建設中の神奈川・静岡県境区間
（写真2）についても道路構造が概成し
た一部区間をフィールドとして活用
することにより、研究開発のさまざ
まな段階での実証に貢献できると考
えています。

■おわりに
　これまで高速道路はお客さまが運
転する車が走り、人や物を運ぶ空間
でした。次世代には、自動運転があ
たりまえとなり、ICTにより道と車
が一体化し、人や物が運ばれる空間
となっているかもしれません。変わ
っていく社会のさまざまなニーズに
応えられるよう高速道路の進化に挑
戦していきます。

■路車間協調システムによる
　高速道路での自動運転支援
　高速道路での自動車の完全自動運
転（Level4）を見据えて、当社では関
係機関と連携し、路車間協調による
自動運転支援の技術やシステムの開
発に取組んでいます。これらの取組
みを通じて、自動運転車両、一般車
両の交通の安全・円滑化の実現を目
指しています。
　より安全で快適な自動運転の実現
のためには、先行車両が検知した情
報や自動車側のセンサーで検知でき
ない範囲外の事故や渋滞などの“先
読み”情報を、より早く、より正確
に収集し、後方車両に伝えることで、
経路変更や事前の回避行動が可能と
なります。そのために必要な情報を
道路管制センターで一元的に収集
し、提供するシステムを研究・開発
しています。（図2）

　具体例としては、次のような支援
の実現に向けて取り組んでいます。
1）安全走行支援
・自動運転車両の各種センサーで検
知した情報を高速道路側の路側機
で収集し、道路管制センターで監
視カメラなどと照合のうえ、発生
事象を速やかに後続車両へ伝達
し、事前の回避行動を支援

・ICやSA、PAの合流部において、
本線上の交通情報を合流しようと
する車両へ提供することで、安全・
円滑な合流を支援

・ETCレーンなどの運用情報を早期
に把握し、情報提供アンテナによ
り上流の車に知らせることで、料
金所内の安全・円滑な走行を支援

2）快適走行支援
・車両の混雑状況や速度低下を把握
し、最適な走行速度を提供するこ
とで、渋滞の緩和や安全・円滑な

Projects: 会員企業・団体百景

写真2　建設中の新東名（神奈川・静岡県境区間）

図2　路車間協調システムのイメージ

写真1　新東名でのトラックの後続車無人隊列走行
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Reports: 行事報告

Reports:

News Letters:

行事報告

活動報告

第3回イブニングセミナー

海外インフラ展開人材養成プログラム

自転車は都市を救うか？ ～まちの厄介者からスマートな通勤手段へ～

令和3年度「海外インフラ展開人材養成プログラム」 ～オンライン開催～

ただき、徳島大学大学院 山中英生教
授を交えて議論していただきました。
　前半は疋田氏から、コロナ禍での
自転車販売業界の動向、実経験に基
づいた自転車通勤の現状、SDGsと

の関係性等に関する内容、ヴァンソ
ン藤井氏からは、まちづくりにおけ
る都市交通としての自転車のあり方
について、ミラノとパリの事例をご

説明いただきました。
　後半のパネルディス
カッションでは、山中
教授も交えて、「自転
車通勤」「自転車通行
環境整備」「街の交通と
しての自転車の扱い」
に関して議論いただき

行われました。コロナ禍の逆風の中
で、昨年度に引き続きWeb会議形式
での開催となりましたが、シンガポ
ール・インド・バングラデシュ駐在
の受講者にもご参加いただき、オン
ラインのメリットが存分に活かされ
た開催でもありました。
　本プログラムの大きな特徴とし
て、① 受講生と講師が「産官学」の多
岐にわたること、② 講義が活発なグ

ループ・ディスカ

ッションを中心
に構成されてい
ること、が挙げら
れます。今年度
の受講生は政府
系機関10名、イ
ンフラ事業者16

　2021年9月10日（金）に、オンラ
インで第3回イブニングセミナーを
開催しました。コロナ禍において自
転車が注目されていますが、今後も
自転車利用は都市部で定着するのか
を、通勤での自転車利用を主眼に、
現状、課題、今後の展望について、
自転車ツーキニスト疋田智氏、ヴァ
ンソン藤井由実氏より話題を提供い

　政策研究大学院大学主催、国土交
通省後援で9月13日～9月17日に開
催されました。本プログラムは、将
来の海外インフラ展開を担う人材を
対象としています。経験豊富な実務
経験者や著名な学識者が講師とな
り、海外インフラ展開に必要な基礎
的知見や問題解決能力を習得すると
ともに、世界へ向けて受講者の視野
を拡大することを目的として講義が

ました。日本では自転車活用推進法
が制定され、自転車通勤や自転車通
行環境整備が進んできてはいるもの
の、ヨーロッパと比較すると、まち
づくり、都市計画における自転車の
位置づけがかなり遅れているといっ
たお話 や、自転車の利用ルールが先
か、環境整備が先かといった考え方
に違いがあるといったお話がありま
した。また今後日本では、自転車を
公共交通に位置付けることが重要で
あるといった議論もあり、今後の都
市部における自転車のあり方につい
て考えさせられる大変有意義なセミ
ナーとなりました。

日本工営（株） 古谷隆之（広報委員） 

名、コンサルタント17名、建設会社
10名、商社1名、エンジニアリング
会社1名の計55名でした。
　初日の当会前会長 家田教授によ
る「自らを『相対視』する勇気」を説
く特別講義をはじめとして、最終日
までにライブ講義19コマ、ライブ講
義時間外に聴講可能な録画講義8コ

マ、計27コマの充実した構成となり
ました。修了式後のオンライン懇親
会もおおいに盛り上がり、受講生の
将来の大活躍を期待しつつ修了しま
した。また、受講生からも「立場や
分野の異なる産官学の人たちと一緒
に受講できて本当によかった」とい
う声を多くいただきました。
（株）大林組 遠藤秀彰（当プログラム幹事） 

家田教授講義

パネルディスカッション（左から 山中英生教授、ヴァンソン藤井由実氏、疋田智氏）
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人流をセンシングする技術、都市改
変の歴史を紐解く講義を行なったあ
と、都市観測技術の最先端について
IHIの織田穣氏、NECの市川昭彦氏、
日産自動車の久家伸友氏からご紹介
いただきました。

　午後は日本におけるスマートシテ
ィの事例紹介として、国土交通省の
大嶋一範氏より日本のモデル事業、
三井不動産の佐々木悠祐氏より柏の

葉スマートシティ、大手町・
丸の内・有楽町地区まちづく
り協議会の黒田和孝氏より大
丸有エリアのエリアマネジメ
ント、国土交通省の原田洋平
氏よりバスタプロジェクト、 
JR東日本の入江洋氏よりJR

東日本が目指すオープンイノ
ベーション、清水建設の印藤
正裕氏より清水建設の取り組
む i-Constructionについてご

紹介いただきました。

　今年度の留学生サマーセミナーは
「Urban Transition: Smart City, 

Sensor and Beyond」というテーマ

で9月15日にオンラインで実施しま
した。 3つの国外の大学を含む12の

大学に所属する12カ国26名の留学
生が参加しました。
　本セミナーでは講義と事例紹介、
留学生間のグループディスカッショ
ンの3本立てで行いました。都市や

産学共働留学生サマーセミナー連絡協議会
2021年度留学生サマーセミナー「Urban Transition : Smart City, Sensor and Beyond」

　その後、参加した留学生から自国
のスマートシティについての取り組み
を発表してもらい、世界的なスマート
シティの潮流について参加者全員で
理解を深めました。オンライン上での
開催でしたが、ZoomやSlackを通し
た議論・交流が活発に行われ、参加者
の95%が満足というアンケート結果
も得ております。内容が盛り沢山で2

日目が欲しかったという意見があった
ほどです。今後もより一層活発に国
内外の産学官でのネットワーキングを
進めていきたいと思います。

東北大学准教授 原 祐輔
（当サマーセミナー事務局）

基調講演の清水建設印藤氏（下）およびコースディレ
クターの羽藤教授（左上）と留学生のディスカッション

参加者の集合写真

News Letters:
活動報告

News Letters: 活動報告

理事会
代表理事・会長・企画委員長 羽藤　英二
理事・会長代理・経営委員長 岩倉　成志
理事・広報委員長 茶木　　環
理事・幹事長  金子雄一郎
理事・事務局長  白木原隆雄
理事  寺部慎太郎
  徳山日出男
監事  福田　　敦
  遠藤　秀彰

経営委員会
委員長  岩倉　成志
委　員 雨宮　克也・関　　聡史
 徳山日出男・松井　保幸
 利穂　吉彦

企画委員会
委員長  羽藤　英二
委員 王尾　英明・大串　葉子
 小野寺　博・加藤　浩徳
 真田　純子・下大薗　浩
 髙瀨　健三・寺部慎太郎
 寺村　隆男・布施　孝志

事務局
事務局長  白木原隆雄

広報委員会
委員長   茶木　　環
顧問   國行　　薫
幹事長   小里　好臣
副幹事長   奥田　　豊
HP管理グループ長・委員  福田　大輔
本号編集委員 内海　克哉・加藤　隆一
 貴志　法晃・吉村　藤子
委員 赤井真由子・石井　由佳
 伊藤　香織・上村　　治
 古宇田剛史・越野　晴秀
 柴崎　隆一・白根　哲也
 知花　武佳・新田　直司
 古谷　隆之・森　麻里子
HP管理 栁沼　秀樹・小野田麻里
デザイン／レイアウト  新目　　忍

幹事会
幹事長   金子雄一郎
幹事 石坂　哲宏・加藤　隆一
 柴崎　隆一・園部　雅史
 田中　皓介

〒100-6005　
東京都千代田区霞が関3-2-5　
霞が関ビル5F-28
TEL 03-4334-8157
FAX 03-4334-8158
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新
た
な
価
値
を
生
む〝
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス
パ
ナ
〟の
育
成
と
活
用

視
点

Opinion:

Opinion: 視点

　〝b
ound

ary sp
anners

（
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス
パ
ナ
）〞
と

い
う
言
葉
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。“

b
ound

ary”

は
「
国

境
」、〝sp

anners

〞は
工
具
の「
ス
パ
ナ
」と
い
う
訳
語
が

思
い
浮
か
ぶ
が
、
経
営
学
の
分
野
で
は
「
組
織
の
内
側
と

外
側
の
境
界
線
に
あ
る
人
々
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
異
な
る
分
野
や
組
織
の
間
の
橋
渡
し
役
の
こ
と

で
あ
り
、
企
業
で
い
え
ば
営
業
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
調

達
な
ど
組
織
外
と
の
接
点
の
あ
る
業
務
を
担
う
人
た
ち
、

さ
ら
に
は
組
織
内
外
へ
の
出
向
者
、
拠
点
間
・
部
門
間
の

異
動
者
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
を
通
じ
た
知
識

の
越
境
が
、
組
織
に
新
た
な
価
値
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
組
織
論
や
技
術
経
営
論
、
国
際
経
営
論
な
ど

多
方
面
か
ら
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
た
め
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス

パ
ナ
と
し
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

結
果
、
デ
ザ
イ
ン
思
考
を
取
り
入
れ
た
教
育
・
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
盛
ん
に
な
る
な
ど
、
境
界
線
を
越
え
た
知
識
の

流
れ
を
も
た
ら
す
人
材
や
そ
の
育
成
が
、
ど
ん
な
組
織
に

も
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

　
通
常
、
競
争
優
位
を
得
る
た
め
に
は
外
部
と
の
交
流
に

よ
る
新
し
い
知
識
の
獲
得
や
そ
の
活
用
が
欠
か
せ
な
い
。

そ
う
し
た
努
力
は
不
断
に
実
践
し
て
い
る
と
い
う
組
織
が

ほ
と
ん
ど
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
境
界
を
越
え
て
知
識
を

運
ぶ
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス
パ
ナ
の
存
在
が
あ
え
て
強
調
さ
れ

る
の
は
、
必
ず
し
も
知
識
が
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
自
然
に
流
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人

は
「
知
っ
て
い
る
」
だ
け
で
は
使
わ
な
い
・
使
え
な
い
こ

と
も
多
い
。
明
ら
か
に
有
用
だ
と
思
わ
れ
る
知
識
の
移
転

に
は
、
書
物
よ
り
も
そ
の
知
識
を
熟
知
し
て
い
る
人
を
介

し
た
ほ
う
が
早
く
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
も
効
果
的
で
あ

る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
組
織
の
な
か
に
閉
じ
こ
も

っ
て
い
て
は
必
要
な
知
識
は
流
れ
て
こ
な
い
し
、
そ
れ
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
形
成
さ
れ
な
い
。

組
織
の
枠
を
超
え
た
人
材
交
流
や
研
究
会
、
学
会
等
に
参

加
す
る
意
義
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
先
日
開
催
し
た
海
外
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
功

要
因
を
学
ぶ
小
研
究
会
で
、
そ
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識

し
た
。
政
策
投
資
銀
行
（
D
B
J
）
の
原
田
文
代
氏
を
講
師

に
お
迎
え
し
て「
D
B
J
の
海
外
イ
ン
フ
ラ
投
資
の
現
況
」

と
題
し
た
会
を
実
施
し
た
際
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
持
つ
参
加
者
か
ら
絶
え
間
な
く
質
問
が
発
せ
ら
れ
、

9
0
分
間
の
予
定
を
2
時
間
に
変
更
し
て
も
全
く
時
間

が
足
り
な
か
っ
た
。
原
田
氏
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
は
な
い
が
、

国
内
外
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
の
専
門
家
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ラ

事
業
の
収
益
性
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
リ
ス
ク
要
因
と

考
え
る
の
は
ど
ん
な
点
な
の
か
、
知
り
た
い
こ
と
は
山
積

し
て
い
る
。
参
加
者
も
そ
れ
な
り
の
知
識
は
持
っ
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
S
D
G
s
の
理
念
を
背
景
に
脱
炭
素
化

を
基
軸
に
据
え
た
投
融
資
の
方
針
や
具
体
的
な
目
安
の
金

額
、
実
際
の
案
件
を
例
に
し
た
詳
細
な
解
説
と
平
易
な
語

り
に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
た
学
び
は
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
に
も
目
利
き
が
い
る
よ

う
に
、
事
業
を
継
続
的
な
収
益
案
件
に
仕
立
て
て
い
く
に

は
技
術
の
価
値
を
理
解
し
収
支
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
快
に
描

き
出
せ
る
よ
う
な
人
材
が
い
る
。
国
内
外
で
新
し
い
ビ
ジ

ネ
ス
を
興
し
て
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
事
業
展
開
を
展
望
す
る

な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
が
長
期
化
し
、
気
候
変
動
へ
の
対
応
と
と
も

に
「
飛
び
恥
」
と
い
う
言
葉
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

現
在
、
既
存
の
交
通
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
は
激
烈

と
も
い
え
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
同
時
に
M
a
a
S
や

「
飛
ぶ
車
」
な
ど
の
技
術
の
進
展
も
著
し
く
、
リ
モ
ー
ト

ワ
ー
ク
や
高
度
な
マ
イ
ク
ロ
物
流
に
支
え
ら
れ
た
エ
レ
ク

ト
ロ
ニ
ッ
ク
コ
マ
ー
ス
（
E
C
）
の
家
庭
へ
の
浸
透
は
、
都

心
と
郊
外
の
両
方
に
住
ま
う
こ
と
を
さ
ら
に
容
易
に
し
て

い
く
だ
ろ
う
。
情
報
技
術
の
進
展
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
に
展
開
す
る
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
に
恐
れ
お
の
の
き
な
が

ら
も
、
大
い
な
る
「
進
化
」
の
可
能
性
は
目
の
前
に
広
が

っ
て
い
る
。
未
来
は
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の
で
あ
っ
て
欲
し

い
。
交
通
や
ま
ち
づ
く
り
が
新
た
な
フ
ェ
ー
ズ
に
入
り
つ

つ
あ
る
な
か
で
、
新
た
な
価
値
を
生
む
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス

パ
ナ
を
ど
う
育
成
・
活
用
し
、
社
会
や
事
業
を
魅
力
的
で

持
続
可
能
な
も
の
に
し
て
い
く
の
か
、
産
官
学
の
連
携
の

在
り
方
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
問
わ
れ
て
い
る
。

大
串
葉
子 

企
画
委
員

椙
山
女
学
園
大
学

現
代
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部  

教
授

来年2月開催の第5回イブニングセミナーでは、「グリーンイノベーションのファイナンスデザイン」について政策投資銀行の原田文代氏に
ご講演いただく予定です。


